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保健医療計画における病床数（菊池圏域）

基準病床数(A) 既存病床数(B)
整備可能病床数

(A-B)

1,525 1,456
※R6.4.1時点

69

基準病床数：現時点において医療提供体制の整備のた
め必要とされる病床数

既存病床数：開設許可（増床を含む）を行う際に、基準
病床数と比較し、病床過剰地域か否かを
判断する際の基準となる病床数（一定の補
正を行う）

地域医療構想における病床の必要量（菊池圏域）

病床機能 ①R4年度
病床機能報告

②2025年
病床の必要量

①-②
必要
量

高度急性期 0 64 ▲64 不足

急性期 670 453 +217 過剰

回復期 541 578 ▲37 不足

慢性期 1,124 589 +535 過剰

菊池圏域における病床整備の方針

○菊池圏域においては、保健医療計画上６９床の整備

を行うことが可能なため、医療機関開設・増床の許可

申請について公募を行う。

○優先する病床機能については、菊池郡市医師会・地

域医療構想調整会議の意見を踏まえ決定する。

○菊池保健所長の許可に当たっては、地域医療構想調

整会議での合意を必要とする。

R6.8～ ・菊池地域医療構想調整会議（概要報告）

・新設・増設を希望する医療機関の公募要
件の検討及び公募の実施（一定期間）

R6.12
～
R7.2

・菊池地域医療構想調整会議
（申請者による説明、開設等の合意）
・菊池地域保健医療推進協議会

R7.1～3 ・県医療審議会

【参考】現時点でのスケジュール （予定）

※今後の検討状況次第でスケジュールは前後する可能性あり

菊池圏域における病床整備への対応について


